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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液状試料（１０１）に音響エネルギーを照射して、当該液状試料内にキャビテーション
を形成するための装置（１００）であって、当該装置は：
　高密度焦点式超音波（ＨＩＦＵ）（１０３）を放射するソース（１０２）を有しており
；
　液状試料と液体空気インタフェース（１０６）とを含むカートリッジ（１０５）を受け
入れるように構成されており；
　前記カートリッジが当該装置によって受容されている状態で、前記カートリッジ内の液
体空気インタフェース上方に前記液状試料（１０１）の噴流（１０８）が形成されるよう
に、前記高密度焦点式超音波を前記液体空気インタフェース（１０６）上にフォーカシン
グし；
　前記液状試料（１０１）内にキャビテーションを形成するために必要な最低パワーを低
減させる核形成部材（１０７）を含んでおり；
　当該核形成部材（１０７）は、前記噴流（１０８）から前記液状試料（１０１）に落下
して戻る前記噴流（１０８）の滴（１０９）である、
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記高密度焦点式超音波のフォーカシングポジション（１１１）をコントロールするた
めのコントロールユニット（１１０）を含んでいる、請求項１記載の装置。
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【請求項３】
　前記キャビテーションによって液状試料内の細胞を溶解するように構成されている、請
求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　前記カートリッジが前記装置によって受容されている場合には、前記装置の受容によっ
て、前記ソース（１０２）から前記カートリッジ（１０５）へ前記高密度焦点式超音波（
１０３）が液状の結合媒体を介さずに伝播される、請求項１から３までのいずれか１項記
載の装置。
【請求項５】
　フルソリッドカプラー（２００）を含んでおり、当該カプラーは、前記カートリッジが
当該装置に受容されている場合に、前記ソースから前記カートリッジへ、前記高密度焦点
式超音波を少なくとも部分的に伝送する、請求項１から４までのいずれか１項記載の装置
。
【請求項６】
　液状試料の物理的パラメータを測定するための検出ユニット（１１２）を含んでおり；
前記装置は当該検出された物理的パラメータに基づいて前記液状試料を分析するように構
成されている、請求項１から５までのいずれか１項記載の装置。
【請求項７】
　抽出ユニット、核酸増幅ユニット、試薬貯蔵ユニットのうちの少なくとも１つを含んで
いる、請求項１から６までのいずれか１項記載の装置。
【請求項８】
　液状試料（１０１）に高密度焦点式超音波（ＨＩＦＵ）を照射して、当該液状試料内に
キャビテーションを形成するための装置（３０１）のためのカートリッジ（３００）であ
って、当該カートリッジは、
　前記液状試料を収容するチャンバ（３０２）と、
　当該チャンバに固定されている核形成部材（３０３）とを備え、
　当該核形成部材（３０３）は、前記液状試料（１０１）内にキャビテーションを形成す
るために必要な最低パワーを低減させる表面粗さを有する、
ことを特徴とするカートリッジ。
【請求項９】
　前記核形成部材（３０３）の少なくとも一部が、液状試料内のフォーカシングポジショ
ンに、または、フォーカシングポジションの近傍に配置されている、請求項８記載のカー
トリッジ。
【請求項１０】
　核形成部材（３０３）を固定し又は配置する突出部材（７００）を有する、請求項８ま
たは９記載のカートリッジ。
【請求項１１】
　前記カートリッジの前記チャンバへの開口の少なくとも一部を覆う天井（８００）を有
する、請求項８から１０までのいずれか１項記載のカートリッジ。
【請求項１２】
　前記核形成部材（３０３）は前記天井（８００）に固定されている、請求項１１記載の
カートリッジ。
【請求項１３】
　前記突出部材は、前記核形成部材（３０３）を固定するためのクランプを含む、請求項
１０記載のカートリッジ。
【請求項１４】
　前記クランプは前記天井（８００）に取り付けられている請求項１３記載のカートリッ
ジ。
【請求項１５】
　前記天井（８００）は、側壁を有し、当該側壁から前記核形成部材（３０３）が突出し
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ている、請求項１１記載のカートリッジ。
【請求項１６】
　前記核形成部材（３０３）は前記チャンバ（３０２）内で水平に突出している請求項８
記載のカートリッジ。
【請求項１７】
　前記核形成部材（３０３）は、セラミック部材からなるか、セラミックロッドであるか
、アルミニウムからなる、請求項８から１６までのいずれか１項記載のカートリッジ。
【請求項１８】
　前記核形成部材（３０３）は、高密度焦点式超音波（ＨＩＦＵ）のフォーカシングポジ
ションの垂直軸に沿って配置されている、請求項８記載のカートリッジ。
【請求項１９】
　前記核形成部材（３０３）は、高密度焦点式超音波（ＨＩＦＵ）のフォーカシングポジ
ションの垂直軸から偏心して配置されている、請求項８記載のカートリッジ。
【請求項２０】
　前記核形成部材（３０３）は、前記チャンバ（３０２）内で垂直に固定されている、請
求項８記載のカートリッジ。
【請求項２１】
　前記チャンバ（３０２）は、１つまたは複数の壁によって区画されており、当該１つま
たは複数の壁のうちの１つは、前記チャンバ（３０２）を覆うための天井である、請求項
８記載のカートリッジ。
【請求項２２】
　液状試料内にキャビテーションを形成するために、液状試料に音響エネルギーを照射す
るためのシステム（１１３）であって、
　当該システムは、請求項１から７までのいずれか１項記載の装置（１００）と、前記液
状試料を保持しているカートリッジ（１０５）とを含んでいる、ことを特徴とするシステ
ム。
【請求項２３】
　液状試料内にキャビテーションを形成するために液状試料に音響エネルギーを照射する
ための方法であって、
　高密度焦点式超音波を放射するソースを提供するステップ（Ｓ１）と；
　前記液状試料と、液体空気インタフェースと、前記液状試料内にキャビテーションを形
成するために必要な最低パワーを低減させる核形成部材（１０７）と、を含んでいるカー
トリッジを提供するステップ（Ｓ２）と；
　前記カートリッジ内の液体空気インタフェース上方に前記液状試料の噴流が形成される
ように、前記放射された高密度焦点式超音波を前記カートリッジ内の前記液体空気インタ
フェース上にフォーカシングするステップ（Ｓ３）と；
　前記噴流から前記液状試料に落下して戻る前記噴流の滴である前記核形成部材によって
液状試料内にキャビテーションプロセスを誘起するステップ（Ｓ４）とを有している、こ
とを特徴とする方法。
【請求項２４】
　コンピュータプログラムであって、
　コンピュータ（１１５）上での使用時に、コンピュータに以下のステップ、すなわち
　ソースから高密度焦点式超音波を放射するステップと、
　液状試料と、液体空気インタフェースと、前記液状試料内にキャビテーションを形成す
るために必要な最低パワーを低減させる核形成部材とを含んでいるカートリッジ内の前記
液体空気インタフェース上に、前記液体空気インタフェース上方に前記液状試料の噴流が
形成されるように、前記放射された高密度焦点式超音波をフォーカシングするステップと
、
　前記噴流から前記液状試料に落下して戻る前記噴流の滴である前記核形成部材によって
液状試料内にキャビテーションプロセスを誘起するステップとを実行させるように構成さ
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れている、ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連する出願に対するクロスリファレンス
　本願発明は、２００９年４月１４日に出願された、欧州特許出願ＥＰ０９１５７８４９
号の優先権を主張しており、この文献の開示内容は、本願発明に参照として取り入れられ
ている。
【０００２】
　技術分野
　本願発明は、キャビテーションを誘起するための音響デバイスに関する。殊に、本願発
明は、音響エネルギーを試料に照射するための装置に関する。これによって、液状試料内
にキャビテーションが形成される。本願発明はさらに、液状試料内にキャビテーションを
形成するために液状試料に音響エネルギーを照射する装置のためのカートリッジ、液状試
料に音響エネルギーを照射するためのシステム、コンピュータプログラムエレメント、コ
ンピュータ読み出し可能な媒体および液状試料内にキャビテーションを形成するために、
音響エネルギーを液状試料に照射するための方法に関する。
【０００３】
　背景技術
　高密度焦点式超音波（ＨＩＦＵ）は、試料を処理する既知の技術の問題を解決するモレ
キュラーデバイスアプリケーションにおいてますます使用されるようになってきている。
試料にフォーカシングされる音響エネルギーによって、音物理または音化学的反応が、効
果的に得られる。さらに近年、ミクロトータル分析システムまたはラボチップとして知ら
れているsample-in result-outデバイスの多くの点において発展がみられる。例えば、集
積および小型化によって、システムが得られる。このシステムでは、試料の雑菌混入リス
クは比較的低く、受容可能な程度であり、検査感度は高く、検査準備時間は短くかつ検査
毎のコストは低い。さらに、試料インプットと結果生成との間に、極めて僅かな操作者介
入しか必要とされない操作者介入は、比較的経験の浅い操作者および操作環境に対する緩
い要求によって行なわれる。
【０００４】
　キャビテーションは、液圧がその蒸気圧よりも低下した場合に、液体内部領域に気泡が
形成される現象として定義される。分子分析装置において、キャビテーションは、試料内
の細胞溶解を実現するために使用される。この試料はＨＩＦＵによって処理されるべきも
のである。しかし、混合液化等の他の処理機能もＨＩＦＵによって実現される。既知の技
術の枠内では、処理機能である混合と溶解は異なるパワーレベルを必要とする。従って、
１つのチャンバ内でこれら両方を行うのは困難である。より高いパワーを備えたシステム
を提供するために、大きい変換器が使用され、液状冷却が過度の加熱を回避するために使
用される。
【０００５】
　発明の概要
　本願発明の１つの課題は、低減されたパワーによるＨＩＦＵ試料処理を提供することで
ある。
【０００６】
　定義および省略形：
　本願発明のコンテキストでは、以下の定義および省略形が使用される：
　高密度焦点式超音波（ＨＩＦＵ）：
　用語「ＨＩＦＵ」は本願発明のコンテキストでは、０．２ＭＨｚ～１０ＭＨｚの範囲の
ソース周波数を伴った集束音響領域として使用される。これは、フォーカシングゾーン内
に高圧衝撃波および／またはキャビテーションを形成するのに十分に効果的であるように
選択された振幅を有している。フォーカシングゾーンの大きさ（長さおよび直径）は、ソ
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ーストランスデューサタイプに依存する（例えば、フラットなソーストランスデューサに
よるナチュラルフォーカシング、または円錐形／球形のソーストランスデューサによる増
強フォーカシング）。示される周波数レンジに対する長さスケールの例は、（サブ）ミリ
メートルである。
【０００７】
　Sample-in result-outシステム：
　（例えば生体）試料を受け入れるシステムであり、あらゆる種類の事項を検出するため
の、全ての必要な準備ステップを行い、検出および検出結果の伝達を行う。例えば、血液
または他の細胞等の試料を分子分析するための装置が提供される。この装置は、生の、処
理されていない試料の提供から、分析結果まで、全ての必要な分析ステップを行う。
【０００８】
　インタフェース／インタフェース媒体：
　本願発明のコンテキストにおいて、音響エネルギーの伝搬経路は、ソース、フルソリッ
ドカプラーおよびカートリッジ等の幾つかのコンポーネントから成る。伝搬経路のこれら
の種々の部材が物理的に相互にコンタクトをとる移行部または領域をあらわすために、用
語インタフェースおよびインタフェース媒体が使用される。例えば、カプラーが物理的に
カートリッジと接触する場合、カプラーのインタフェース媒体は、カプラー内で使用され
ている材料をあらわし、カプラーのこの領域内でカートリッジと接触する。
【０００９】
　装置/デバイス：
　表現「デバイス」は、本願発明のこのコンテキスト内では、他のデバイス並びに、分子
診断デバイスを含んでいる。このデバイスの用途は例えばヘルスケア／ライフサイエンス
、食品産業、獣医学実務および法医学上の用途である。
【００１０】
　試料：
　用語「試料」が、本願発明に相応するデバイスによって処理される、分子分析のための
試料を含んでいることに留意されたい。例えば血液、培養血液、尿、吸引液、粘性の水分
を伴う試料、異種試料またはＢＡＬ等のキャリア上の試料、唾液、気管吸引液、ＣＳＦ、
病原体を伴う綿棒および／またはブラシである。しかしこれは、あらゆる他の種類の物体
、固体、液体、気体またはこれらのあらゆる組み合わせが、試料になること、および本願
発明によって、集束された音響エネルギーが照射されることから排除されることを意味す
るものではない。
【００１１】
　試料の処理：
　用語「処理」または「処理を行う」は、本願発明のコンテキストでは、集束された音響
エネルギーと試料との相互作用をあらわす。ＨＩＦＵによって、種々の音化学および／ま
たは音物理的な反応が試料内で形成され、機能性を提供する。これは例えば混合、散乱、
撹拌、綿棒またはブラシからの溶出、液化、溶解または細胞解放である。
【００１２】
　本願発明の１つの実施例では、液状試料に音響エネルギーを照射することによって液状
試料内にキャビテーションを形成する装置が提供される。この装置は、強力な超音波を放
出するためのソースを含んでいる。さらに、この装置はカートリッジを受け入れるように
構成されている。例えばこの装置は、カートリッジを受け入れるための受け入れ部分を含
んでいる。このカートリッジは、液状試料および液体空気インタフェースを含んでいる。
さらに、この装置は強力な超音波をフォーカシングし、これによって、カートリッジが装
置によって（例えば受け入れ部分によって）受け入れられている場合に、カートリッジ内
の液体空気インタフェースの上方に液体の噴流が形成される。
【００１３】
　換言すれば、この装置はカートリッジと結合されている。これはフロースルーカートリ
ッジではなく、最初に、液状試料を提供し、次に液状試料上方の空気体積を提供する。従
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って、液状試料と空気体積との間の境界層が、カートリッジ内に存在する。さらにこの装
置は、受け入れ部分でカートリッジを受け入れるように構成されている。これによってソ
ースからカートリッジ、従って液状試料への、強力な超音波のための伝搬経路が形成され
る。
【００１４】
　噴流を形成するフォーカシングは、種々の方法によって実現される。例えば、装置は直
接的に液体空気インタフェースにフォーカシングすることもあるが、このインタフェース
の下方に、液体試料内にフォーカシングする、または、このインタフェースの上方に、空
気体積内にフォーカシングすることもある。この空気体積は、液体空気インタフェース上
方に、カートリッジによって提供される。これら全ての実施形態は、用語「液体空気イン
タフェースにフォーカシングする」の下に包括される。全てのフォーカシングの可能性の
重要な観点は、噴流が形成される、ということである。噴流から液状試料に戻る噴流滴は
、液状試料内でキャビテーションプロセスを引き起こす。液体に戻ったこの滴は、小さい
気泡および／または薄い気膜を引き起こす。これは、キャビテーションに対するスタート
ポイントになる。フォーカシングのより正確な実施例を、以下で詳細に説明する：
　フォーカシングの第１の実施例のケースでは、ソースおよび／または可能なフォーカシ
ング部材（例えばレンズ）の焦点距離は、ソースから液体空気インタフェースまでの距離
よりも長いので、結像焦点は、液体空気インタフェース上方にあり、従って、カートリッ
ジ内の空気体積内にある。このような条件の場合には、噴流形成が容易に実現される。こ
のケースでは、ソースから液体空気インタフェースへの一定量のＨＩＦＵ波伝播は、この
インタフェース上で空気体積内に伝達されるのではなく、反射してこの試料内に戻される
。これによって、反射して戻されたＨＩＦＵ波は多かれ少なかれ、液体空気インタフェー
ス上にフォーカシングされる。このようなフォーカシングの方法、すなわち液体空気イン
タフェース上方の空気体積内に結像焦点領域または結像焦点を設けることは、本願発明の
記載に含まれる、ということに特に注意されたい。このようなフォーカシングは、上述し
たように、液体空気インタフェースでの戻り反射を介して行われる。本願発明の重要なア
スペクトは、噴流が形成されるように、装置がＨＩＦＵ波を液体空気インタフェース上に
フォーカシングする、ということである。これは、キャビテーションに必要なパワー閾値
を低減させる。
【００１５】
　当然ながら、液体空気インタフェース上のＨＩＦＵ波の直接的かつ明確なフォーカシン
グは、この装置によるＨＩＦＵ波のフォーカシングの第２の実施例として可能である。こ
れによっても、パワー閾値を低減させる噴流を形成することができる。この装置は、放射
されたＨＩＦＵ波を液体空気インタフェース上に、十分に高いパワーでフォーカシングす
るので、集束されたＨＩＦＵ波のフォーカシング領域内に噴流が形成される。
【００１６】
　この装置によるＨＩＦＵ波のフォーカシングの第３の実施例を以下に記載する：ソース
および／または可能なフォーカシング部材（例えばレンズ）の焦点距離が、ソースから液
体空気インタフェースまでの長さよりも短い場合には、焦点またはフォーカシングスポッ
トが試料液体内にある場合がある。焦点またはフォーカシングゾーンから液体空気インタ
フェースまでの距離の例は１～２ｃｍである。ここでこのフォーカシングゾーンは、カー
トリッジ内の液体内の液体空気インタフェースの下方にある。従って、重要なアスペクト
とは、液体空気インタフェースの僅かに下に焦点を有するこのフォーカシングによって噴
流が形成され、これによって、試料内のキャビテーションに必要なパワー閾値が低減され
る。
【００１７】
　さらに、用語「焦点距離」が誤解されてはならない。なぜならこれは焦点点を提示して
いるからである。実際に焦点形状は、点から円筒状までの範囲にわたる（弱いフォーカシ
ングに対する曲線ソースまたはナチュラルフォーカシングフラットソース）。弱いフォー
カシングまたは弱いフォーカシングソースによって、噴流が液体高さの範囲よりもさらに
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高く形成される。より大きいソース源入力パワーの場合には、液体インタフェースである
液体空気インタフェースまでの間隔が増大し、これによってカートリッジ内のより大きい
体積が、ＨＩＦＵ波によって処理される。
【００１８】
　換言すれば、分子診断装置が、低減されたパワー閾値によってキャビテーションを提供
するために設けられる。従って集束されたＨＩＦＵ波によって形成される噴流の戻り滴は
、試料内の核形成フィーチャとして機能する。換言すれば、本願発明のこの実施例は、従
来技術で行われているように均一なキャビテーションを使用しない。本願発明のこの実施
例は、異質なキャビテーションを使用する。なぜなら、液状試料内のキャビテーションは
、この装置によって、フォーカシングによって噴流を形成することによって生起されるか
らである。
【００１９】
　換言すれば、本願発明のこの実施例は、カートリッジのチャンバの壁を介してキャビテ
ーションを誘起することを回避する。
【００２０】
　この装置がフォーカシングを行い、噴流が生起され、次にこの噴流が、核生成素子とし
ての、液体に戻る滴を生起させることによって、液状試料内でキャビテーションを形成す
るために必要なパワーが低減される。換言すれば、例えば液状試料の処理、事前処理また
は溶解の間のＨＩＦＵ波のフォーカシングによって、低減されたエネルギーおよびパワー
を備えたＨＩＦＵ波を使用することが可能になる。これによって、より小さい変換器また
はソースを使用することが可能になる。また、液体冷却が回避される。なぜなら、低減さ
れたパワーが使用可能であるので、ＨＩＦＵ波の吸収による加熱も低減されるからである
。さらに、ＨＩＦＵ波に対して、固体材料である、結合媒体および伝達媒体を用いること
が可能になる。すなわち、ソースから試料へと伝播するときに、ＨＩＦＵ波はドライイン
タフェースをわたって変換される。これは、使用されるＨＩＦＵ波のパワーが低減される
ことによって可能になり、また、この媒体内の吸収は、溶解および/または劣化を引き起
こさない値まで低減される。
【００２１】
　さらに、より高い程度の小型化が、より小さい変換器またはソースを用いることが可能
になったことによって実現され、装置の複雑さがさらに低減される。これに加えて、ポリ
マーベースの材料を、カートリッジの材料として使用することが可能になる。なぜなら、
カートリッジによるＨＩＦＵ波の吸収は、低減されたパワーのＨＩＦＵ波を使用すること
が可能になることで低減されるからである。
【００２２】
　すなわち、カートリッジは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリメチルペンテン、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリスチレ
ン、ポリマーベースの材料、およびこれらのあらゆる組み合わせを含むグループから選択
された材料から形成される。カートリッジが特徴：処分可能、消費可能、除去可能のうち
の１つを有することができることに対して付加的に、１つのチャンバまたは複数のチャン
バは、産業上適切に、１つの試料または複数の試料を含むことができる。
【００２３】
　この上述した利点によって、装置のコストが下がり、装置および/またはカートリッジ
が小さくなる。さらに、冷却槽からの液体による試料の汚染リスクが回避される。なぜな
ら、冷却槽が必要でなくなるからである。
【００２４】
　さらに、液状試料内に存在する細胞を溶解するためにキャビテーションが必要であるこ
とに注意されたい。上述したように、キャビテーションを作成するために必要な最低パワ
ーが低減されたことによって、この装置は、比較的小さいソースを伴う１つの装置セット
アップを使用することを可能にする。このソースは、混合および溶解を行う、低減された
パワーを使用する。
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【００２５】
　液状試料内にキャビテーションを作成するのに必要な最低パワーがこの装置によって低
減されるので、混合および溶解を、ポリマー材料、例えばポリエチレン、エポキシおよび
シリコーンから成るカートリッジ内で行うことができる。カートリッジの溶融および/ま
たは劣化は、本願発明のこの実施例によって回避される。なぜなら、使用されているパワ
ーが低減されるからである。従って、カートリッジであるポリマーベースのプロセスチャ
ンバは、消費可能なカートリッジを使用している完全なsample-in result-out systemの
一部である。これによって、試料で行われる測定のコストが低減される。
【００２６】
　換言すれば、本願発明のこの実施例は、既知の技術の欠点を克服する。この欠点は、カ
ートリッジまたはプロセスチャンバの壁が２つの機能を混合している、ということである
。この２つの機能のうちの第１の機能は液状試料の封じ込めであり、第２の機能は、キャ
ビテーションの誘起である。これらの既知の技術とは異なり、本願発明のこの実施例では
、液状試料の封じ込めと液状試料内のキャビテーションの誘起は、別個に行われる。封じ
込めはチャンバによって行われ、キャビテーションの誘起は液体空気インタフェースでの
フォーカシングによって行われる。このインタフェースによって、キャビテーション誘起
に対するパワー閾値を低減する噴流が形成される。
【００２７】
　本願発明のあらゆる実施形態において、キャビテーションの始まりが、ＨＩＦＵソース
のパワーに依存しないことに注意されたい。
【００２８】
　さらに、装置が起動されたときに、噴流が形成されるように装置が自動的に幾つかの種
々のパラメータを調整するように、この装置は構成される。パラメータは、例えば、ソー
スのパワー、フォーカシングスポット位置および/またはフォーカシングスポットの形状
である。
【００２９】
　本願発明の別の実施例では、液状試料内にキャビテーションを形成するために必要な最
低パワーを低減させるための核形成部材が装置によって含まれており、噴流から液状試料
上に戻る噴流の滴は核形成部材である。
【００３０】
　全ての可能なフォーカシング手段の重要なアスペクトは、噴流が形成される、というこ
とである。噴流から液状試料に戻った噴流滴は、液状試料内でキャビテーションプロセス
を引き起こす。液体に戻ったこの滴は、小さい気泡および／または薄い気膜を引き起こす
。これは次に、今度はキャビテーション用の開始点となる。
【００３１】
　本願発明の別の実施例では、強力な超音波のフォーカシングポジションをコントロール
するためのコントロールユニットがこの装置に含まれている。
【００３２】
　このコントロールユニットは例えば、カートリッジに対して相対的に装置をポジショニ
ングし、三次元のポジショニングシステムをコントロールする。このシステムも、装置に
含まれ得る。このポジショニングシステムは、カートリッジの位置もポジショニングし得
る。従って、フォーカシングポジションの重要な観点は、液状試料内のキャビテーション
が、例えばセルを使用するために必要である場合には、上述したように、フォーカシング
ポジションが液体空気インタフェースに位置付けされる、ということである。
【００３３】
　従って、噴流の形成が、使用されている強力な超音波のフォーカシングスポットの形状
に依存しない、ということに注意されたい。これは、ＨＩＦＵパワーにも依存しない。
【００３４】
　これによって、次のように、ＨＩＦＵ波によって噴流が形成される。すなわち、液状試
料の一部が押し上げられる、または液状試料から、液状試料上方の空気体積内に搬送され
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る。換言すれば、カートリッジが液体空気インタフェース上方でカートリッジ内の空気体
積の最低高さを提供するようにカートリッジが構成されており、ここでこの空気体積の最
低高さによって、パワー閾値を低減する噴流が発達する。
【００３５】
　本願発明の別の実施例では、キャビテーションによって液状試料内の細胞が溶解される
ように装置が構成されている。
【００３６】
　換言すれば、液状試料に強力な超音波を照射することによって、前処理も試料または試
料成分の溶解も同一装置および同一カートリッジによって行うことができる。これによっ
て、強力な超音波による液体の前処理は、以下のグループから選択された方法によって行
われる。このグループには、試薬との混合、循環、細胞、病原体および綿棒のマトリック
スの解放、作用、試薬を混ぜた試料の室温またはより高い温度での培養、シェイキング、
混合、ステアリング、抽出および核酸抽出、流れ形成、液体均一化、遠心分離およびこれ
らのあらゆる組み合わせを含む。換言すれば、混合と溶解の２つのステップの間でのソー
スのパワーの上昇が、本願発明のこの実施例によって回避される。
【００３７】
　本願発明の別の実施例では、装置によるカートリッジの受容は、カートリッジが受け入
れ部分内に挿入されているときに、装置とカートリッジとの間の強力な超音波の完全にド
ライな結合を提供する。例えば、受け入れ部分は、このようなドライな結合を提供するた
めに装置内に含まれる。
【００３８】
　換言すれば、液状材料を部分的に含んでおり、かつ固体材料を部分的に含んでいる、Ｈ
ＩＦＵ波用伝播経路を提供することが可能である。例えば、液体結合媒体とカートリッジ
との間にインタフェース媒体を形成するために、柔軟な薄片が使用される。これはポリマ
ーによって形成される。本願発明のこの実施例は、低い減衰音響プロパティを有している
液体カプラーの利点と、ポリマーベースのカートリッジの形状に合わせられる薄片の柔軟
性とを組み合わせ、カートリッジおよび試料へのＨＩＦＵ波の効率的な結合を実現する。
さらに、装置の外面は完全に乾燥しており、この薄片は完全に液体を包囲している。従っ
て、雑菌混入リスクが低減される。さらに、カートリッジに漏れがある場合には、この漏
れは非常に迅速に検出される。なぜなら、包囲されているので、結合媒体からの液体が存
在することが排除されているからである。
【００３９】
　本願発明の別の実施形態では、この装置はさらに、フルソリッドカプラーを含んでいる
。これは、カートリッジが装置に受容されている際に、ソースからカートリッジへ強力な
超音波を少なくとも部分的に伝達させる。例えば、この装置の受け入れ部分はカートリッ
ジを受容する。
【００４０】
　換言すれば、本願発明のこの実施形態は、ＨＩＦＵ波をソースから試料へと伝送するた
めに固体材料を完全に使用することを可能にする。従って、液体カプラーおよび試料の雑
菌混入リスクが回避される。なぜなら、あらゆる液体結合が回避されるからである。カー
トリッジに漏れがある場合には、これは明白に検出される。なぜなら、結合される液体が
存在しないからである。これは、装置によって行われる測定を容易にし得る。さらにこれ
は、装置によって行われる測定のコストを低減し得る。
【００４１】
　本願発明の別の実施形態では、この装置はさらに、以下のもののうちの少なくとも１つ
を含む：すなわち抽出ユニット、核酸増幅ユニット、試薬貯蔵ユニット、液状試料の物理
的パラメータを測定するための検出ユニット。ここで、この装置は検出された物理的なパ
ラメータに基づいて液状試料を分析するように構成されている。この実施形態では装置は
例えば以下のものを含む：すなわち、抽出ユニット；抽出ユニットと核酸増幅ユニット；
抽出ユニットと、核酸増幅ユニットと、検出ユニット。これらのオプションのそれぞれに
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おいて、試薬貯蔵ユニットが、前述した各オプションのエレメントに対して付加的に存在
する場合がある。抽出ユニットによって、核酸が、装置によって処理される試料から得ら
れる。核酸増幅ユニットによって、試料から得られた核酸が増幅される（例えばＰＣＲ法
を使用して）。試薬貯蔵ユニットは、例えば抽出および/または増幅に必要な試薬を含ん
でいる。
【００４２】
　換言すれば、本願発明のこの実施例は、完全なsample-in answer-outシステムであり、
ここでは第１に試料が前処理され、第２に装置によって試料へ溶解ステップが加えられ、
第３に例えば光学測定が検出ユニットによって行われる。これに加えて、処理ユニットが
、検出ユニットによって搬送されたデータを処理し、出力される測定結果をユーザーに提
供する。
【００４３】
　さらに、分析ステップ等のために液状試料を励起する励起ユニットが装置に含まれ得る
。これは例えばレーザ、機械的撹拌器または、液状試料内に電流を生じさせる電気部品で
ある。
【００４４】
　付加的にこの装置は、ＨＩＦＵ波をフォーカシングするためにレンズを含むことがある
。このレンズは、カートリッジの一部であってもよい。
【００４５】
　本願発明の別の実施例では、液状試料に音響エネルギーを照射して液状試料内にキャビ
テーションを形成するためのシステムが提示される。ここでこのシステムは、上述した実
施形態のうちの１つに従った装置と、液状試料を収容するためのカートリッジとを含んで
いる。
【００４６】
　本願発明別の実施例では、試料に音響エネルギーを照射することによって液状試料内に
キャビテーションを形成する方法が提示される。ここでこの方法は、強力な超音波を放射
するソースを提供するステップと、液状試料とカートリッジ内の液体空気インタフェース
とを収容しているカートリッジを提供するステップと、放射された強力な超音波をこのカ
ートリッジ内の液体空気インタフェース上にフォーカシングするステップとを有している
。
【００４７】
　本願発明の別の実施形態ではこの方法はさらに、カートリッジ内に液体の噴流を形成す
るステップと、この噴流の滴によって、液状試料内にキャビテーションプロセスを誘起す
るステップとを含んでいる。
【００４８】
　既知の技術において使用されている均質なキャビテーションと比べて、この方法は、低
減されたパワー閾値による、異質のＨＩＦＵ誘起キャビテーションを提供する。
【００４９】
　本願発明の別の実施例では、コンピュータプログラムエレメントが提示される。ここで
このエレメントは、コンピュータ上での使用時に、コンピュータに次のステップを実行さ
せるように構成されている。これらのステップは、ソースから強力な超音波を放射させる
ステップと、この放射された強力な超音波を、液状試料内にキャビテーションを誘起する
ために液状試料を含んでいるカートリッジ内の液体空気インタフェース上にフォーカシン
グするステップである。
【００５０】
　本願発明の別の実施例では、コンピュータによって読み出し可能な媒体が提示される。
ここでこのコンピュータによって読み出し可能な媒体は、上述した実施形態に従ってこの
媒体に格納されるコンピュータプログラムエレメントを有している。
【００５１】
　本願発明のさらなる実施形態では、コンピュータプログラムエレメントをダウンロード
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可能にする媒体が提示される。このコンピュータプログラムエレメントは、本願発明の上
述した１つの実施形態に従って方法を実施するように構成されている。
【００５２】
　本願発明の別の実施例では、液状試料に音響エネルギーを照射して、液状試料内にキャ
ビテーションを形成する装置のためのカートリッジが提示される。このカートリッジは、
液体を収容するためのチャンバとこのチャンバに固定された核形成部材とを含んでいる。
【００５３】
　この実施例が、液体空気インタフェース上へのフォーカシングおよび、噴流の形成に依
存されずに実現され得ることに留意されたい。従って、例えばセラミックロッド、または
例えばアルミナである、この突出している核形成部材は、噴流形成とは異なり、本願発明
のこの実施例の場合にはエアギャップを必要としない。核形成部材の粗い表面自体が、小
さい気泡のソースであり得る。これは核形成サイトとして作用する。
【００５４】
　換言すればカートリッジは、キャビテーション増大手段を、チャンバ内に収容されてい
る液状試料内に挿入する。このようなキャビテーション増大手段を、フォーカシングゾー
ン内またはフォーカシングゾーン近傍に挿入することによって、キャビテーションを誘起
するのに必要なパワー閾値が、一等級低減される。従って、フォーカシングゾーンはチャ
ンバ壁部に接触しない。装置の上述した利点が、本願発明のこの実施例にも同様に当ては
まることに特に留意されたい。
【００５５】
　従って、核形成部材に対する材料は、特別な粗い表面の特徴を伴って使用される。さら
に、フォーカシングエリア内またはフォーカシングエリア近傍ではＨＩＦＵ波パワーに十
分に長時間耐える材料が使用される。これによって、このカートリッジを備えた装置によ
って実行される検査に対処することができる。例えば、セラミックロッドまたはアルミナ
からの部材が効果的にキャビテーションを誘起させることがある。
【００５６】
　本願発明の別の実施例では、カートリッジは、カートリッジに核形成部材を固定するた
めの、突出している部材を含む。
【００５７】
　この実施例が、液体空気インタフェース上へのフォーカシングおよび、噴流の形成に依
存されずに実現され得ることに特に注意されたい。
【００５８】
　従って、この突出部材は、カートリッジ内に核形成部材を次のように固定するまたは配
置するあらゆるデバイスであってよい。すなわち例えばセラミックロッド等の固定された
核形成部材が、液状試料内のフォーカシングポジションに位置付けされるように、固定ま
たは配置するデバイスである。これは、図８および９において詳細に見て取れる。
【００５９】
　本願発明別の実施例では、試料に音響エネルギーを照射することによって液状試料内に
キャビテーションを形成するシステムが提示される。このシステムは装置を含んでおり、
ここでこの装置は強力な超音波を放射するソースを含んでいる。さらに、この装置はカー
トリッジを受け入れるように構成されている。例えば、この装置が受け入れ部分を含んで
いてもよい。このシステムはさらに、上述した２つのカートリッジ実施形態のうちの１つ
に即したカートリッジを含んでいる。従ってこのカートリッジは液状試料を収容しており
、この装置は、カートリッジが装置によって受容されていると、強力な超音波を核形成部
材上にフォーカシングする。
【００６０】
　本願発明の別の実施例では、液状試料に音響エネルギーを照射することによって液状試
料内にキャビテーションを形成する装置が提示される。この装置は、強力な超音波を放射
するためのソースを含んでいる。この装置は、カートリッジを受け入れるように構成され
ており、このカートリッジは液状試料を収容しており、このカートリッジが装置によって
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受容されている状態で、この装置は、強力な超音波をカートリッジ内の核形成部材上にフ
ォーカシングするように構成されている。
【００６１】
　本願発明のこの実施形態に対しても、液状試料内にキャビテーションを形成するために
必要な最低パワーが、核形成部材を挿入することによって低減されるので、固体材料のみ
を用いた部分的なドライ結合または完全なドライ結合も、このようなシステムによって可
能である。このようなドライ結合の詳細および利点および固定材料のみを完全に使用した
ドライ結合は上述されている。
【００６２】
　上述した実施形態は、装置、システム、方法、コンピュータプログラムエレメント、コ
ンピュータ読み出し可能な媒体およびカートリッジに同様に当てはまる。共同効果が、詳
細には記載されていなくても、実施形態の種々の組み合わせから生じる。
【００６３】
　さらに、方法に関する本願発明の全ての実施形態が、上述したステップの順番によって
行われることに注意されたい。しかし、これが唯一の方法のステップである必要はなく、
全ての異なる順番およびステップの組み合わせが本願に記載されている。本願発明の上述
されたアスペクトおよびさらなるアスペクト、特徴および利点を、以降に記載される実施
例から導出することができ、これらを実施形態を参照して説明する。本願発明を以降で、
実施例を参照により詳細に説明するが、本願発明はこれに限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本願発明の実施例に相応してキャビテーションを形成するために、液状試料に音
響エネルギーを照射するためのシステムを概略的に示した図
【図２】本願発明の別の実施例に相応して液状試料内にキャビテーションを形成するため
に、液状試料に音響エネルギーを照射するシステムを概略的に示した図
【図３】本願発明の別の実施例に相応するカートリッジを概略的に示した図
【図４】受動的なキャビテーション検出器によって得られる周波数スペクトルを概略的に
示した図
【図５】カンジダアルビカンス細胞へのＨＩＦＵ効果をあらわすダイヤグラムを概略的に
示した図
【図６】本願発明の別の実施例に相応して液状試料内にキャビテーションを形成するため
に、液状試料に音響エネルギーを照射するシステムを概略的に示した図
【図７】本願発明の別の実施例に相応する、核生成部材を備えたカートリッジを概略的に
示した図
【図８】本願発明の別の実施例に相応する、核生成部材を備えたカートリッジを概略的に
示した図
【図９】本願発明の別の実施例に即した方法を示しているフローチャート
【実施例】
【００６５】
　実施例の詳細な説明
　幾つかの図面において同様の、または関連している部材には、同じ参照番号が付与され
ている。図は概略的であり、完全に縮尺通りではない。
【００６６】
　図１は、液状試料１０１に音響エネルギーを照射して、液状試料内にキャビテーション
を形成する装置１００を示している。図示された装置は、強力な超音波１０３を放射する
ソース１０２を含んでいる。さらに、カートリッジ１０５を受け入れるための受け入れ部
分１０４が示されている。本願発明のこの実施例では受け入れ部分１０４は固定部材１２
７として実現されており、ここにカートリッジ１０５が固定され、次に所望の位置に位置
付けされる。この位置は、次のように配置される。すなわち、カートリッジが受け入れ部
分内に挿入されているときに、装置が強力な超音波１０３を液体空気インタフェース１０
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６上にフォーカシングするように配置される。
【００６７】
　図１には明確に、焦点位置１１１が液体空気インタフェース１０６に位置付けされてい
ることが示されている。液体空気インタフェース上に、または液体空気インタフェースの
十分近くに音響エネルギーをフォーカシングすることによって、かつトランスデューサ１
０２に対して十分に高いパワーを用いることによって、液体の噴流１０８がＨＩＦＵ波に
よって形成される。図１に示されているように、この噴流は、カートリッジ内および液体
空気インタフェース上で発達する。噴流から液状試料上に戻って落ちる、噴流の滴１０９
は核生成部材１０７であり、これによって、液体内にキャビテーションを形成するために
必要な最小パワーが低減する。試料に戻る噴流滴１０９は、キャビテーションを誘起する
ことができる。滴１０９は、小さい気泡および／または薄い気膜を引き起こす。これは次
に、キャビテーションに対する開始点になる。
【００６８】
　換言すれば、本願発明のこの実施例によって、カートリッジ壁１２９の近傍でのフォー
カシングが回避される。これによって、カートリッジ材料が溶融するおよび／または劣化
することが避けられる。しかし、低減されたパワーによっても、カートリッジ材料の溶融
および／または劣化が回避される。結果として、sample-in result-out消費可能システム
の一部である、ポリマーベースカートリッジが可能になる。さらに、キャビテーションを
形成するために必要な最小パワーが低減されるので、ソース１０２の使用パワーを実質的
に変更する必要無く、混合および溶解が続いて１つのカートリッジ内で行われる。なぜな
ら均質なキャビテーションを用いた既知の技術と比べて、不均一なキャビテーションが、
噴流を介して、ＨＩＦＵによって生起されるからである。ＨＩＦＵ波は例えばＭＨｚの領
域にある。
【００６９】
　キャビテーションを形成するために必要な最小パワーが本願発明のこの実施例によって
低減されるので、より小型のトランスデューサを使用することができ、これによって、装
置を小さくすることができる。従って、この装置は、ドライインタフェース１３０を渡っ
てＨＩＦＵ波１０３を伝送することを可能にする。このドライインタフェースは例えば、
弾性のある薄片から形成される音響窓である。さらに、装置１００とカートリッジ１０５
とを含んでいるシステム１１３内でポリマーベースのカートリッジ材料を使用することが
可能になる。これは、システム１１３によって行われる測定のコストを下げることになり
、エコロジーコンパチビリティの増大に相当する。なぜなら、この装置による平均測定に
対して必要となるエネルギーが少なくなるからである。
【００７０】
　さらにコンピュータ１１５が示されている。これはコンピュータに格納されているコン
ピュータプログラムエレメント１１４を備えている。コンピュータは、コントロールユニ
ット１１０を介して、液体空気インタフェース１０６上に焦点を合わせるように設計され
ている。コントロールユニットはリード線１１７を介して、ポジショニングシステム１２
８をコントロールする。これによって、噴流を作成するために、フォーカシング位置１１
１を液体空気インタフェース１０に合わせることができる。さらに、液状試料の物理的な
パラメータを測定する検出ユニット１１２が、カートリッジ１０５内に示されている。こ
の検出ユニットは例えば、受動的なキャビテーション検出器（ＰＣＤ）として実現されて
いる。これはピエゾトランスデューサであり得る。リード線１２６を介して、検出された
物理的なパラメータに基づいて、処理ユニット１２５は液状試料を分析する。
【００７１】
　さらに図１は、ソース１０２用のハウジング１２１を示している。これは例えば、ソー
スを結合媒体１１９から保護する。従って、本願発明のこの実施例は、少なくとも部分的
に、ソース１０２からカートリッジ１０５へのＨＩＦＵ波のウェット結合を示している。
このハウジングは、ねじ１２２によって結合媒体１１９のためのチャンバ１２０に固定さ
れている。しかし、上述したようにＨＩＦＵ波の伝播経路内で液体を全く用いずに、完全
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なドライ結合を用いて装置によって噴流を形成することも可能である。１３１はプランジ
ャーを示している。方向１３２に沿ってこのプランジャーを動かすことによって、液体空
気インタフェース上方の高さを制限することができる。試料と直接的に接触している状態
からプランジャーを垂直に上（図１における上方方向）へと動かすことによって、試料内
でキャビテーションが開始されるパワー閾値が、インタフェースからのプランジャーの距
離が増大するとともに低減する。換言すれば、キャビテーションは、液状試料上の気積の
関数であり得る。
【００７２】
　可能な技術的な装備は、以下のデバイスである。本願発明はこれに制限されるべきでは
ない：ＰＭ５１９３：０．１ＭＨｚ～５０ＭＨｚの領域で作動するプログラマブルシンセ
サイザ／機能ジェネレータ。増幅器：ＥＮＩ２４０Ｌパワー増幅器５０ｄＢ　２０ｋＨｚ
－１０ＭＨｚまたはＡＲ　ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　ＫＡＡ２０４　ＲＦパワー増幅器５０ｄ
Ｂ　０．５－１００ＭＨｚ　２００Ｗ；Ｔｅｋｔｒｏｎｉx　ＴＤＳ３０１４：４チャネ
ルカラーデジタル蛍光体オシロスコープ；Ａｇｉｌｅｎｔ　４３９５Ａ：１０Ｈｚ－５０
０ＭＨｚ／１０Ｈｚ－５００ＭＨｚ／１０ｋＨｚ－５００ＭＨｚネットワーク/スペクト
ル／インピーダンスアナライザ；Ｈｉｆｕピエゾトランスデューサ：Ｄｏｎｇｆａｎｇ　
Ｊｉｎｒｏｎｇ社製のＪＲ２０／６０；受動的なキャビテーション検出器（ＰＣＤ）（ピ
エゾトランスデユーサ）:Ｄｏｎｇｆａｎｇ　Ｊｉｎｒｏｎｇ社製のＪＲ２０／６０，Ｊ
Ｒ１５／３０，ＪＲ１２／３０
【００７３】
　さらに、改造された１０ｍｌＰＰシリンジが、キャビテーション手段に基づく噴流のた
めに使用されることがある。シリンジ先端部が除去され、１００ｕｍＰＰ薄片が、頂上側
にレーザシーリングされる。プランジャーは、液状試料上の気積を調整するために使用さ
れる。ＰＣＤは超音波ジェル（Ｐａｒｋｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｒｉｅｓ社製のＡｑｕａｆ
ｌｅｘ）によって、シリンジ壁部の外側にクランプされ、可能な突出部材を構成する。こ
のＰＣＤは、シリンジ内のキャビテーションを調査するために使用される。類似したセッ
トアップが、乾燥したインタフェースに渡ったキャビテーションに基づく噴流を実演する
ために使用される。同様のセットアップが、粗い表面によって生起されるキャビテーショ
ンを定めるために使用される。
【００７４】
　図２は、システム１１３の別の実施例を示している。このシステムは液状試料１０１に
音響エネルギーを照射して、液状試料内にキャビテーションを形成する。ここでこの装置
１００および液状試料を収容するためのカートリッジ１０５がこのシステム内に含まれて
いる。さらに、検出ユニット１１２が示されている。この検出ユニットは、液状試料内に
配置されている。さらに、落下して戻る滴１０９を形成する噴流１０８が示されている。
ソース１０２は、フォーカシングポジション１１１が液体空気インタフェースに位置する
ように、カートリッジ１０５の位置、および場合によってはレンズ（図示されていない）
の位置と組み合わせて配置されている。
【００７５】
　本願発明のこの実施例は、フルソリッドカプラー２００を介したＨＩＦＵ波１０３の完
全なドライ結合を示している。キャビテーションを形成するために必要な最低パワーが噴
流によって低減されているので、フルソリッド状態の材料、例えばポリマーベース材料が
結合媒体として使用される。なぜなら、ＨＩＦＵエネルギーを伝達する材料における実質
的な熱形成または変形が回避されるからである。
【００７６】
　図３は、試料に音響エネルギーを照射して、液状試料内にキャビテーションを形成する
ための装置３０１のためのカートリッジ３００を示している。このカートリッジは、液状
試料を収容するためのチャンバ３０２と、このチャンバに固定されている核形成部材３０
３とを含んでいる。この核形成部材は例えば、セラミックロッド等のセラミック部材また
はアルミニウムから成る部材である。従って、核形成部材３０３の表面粗さは、このよう
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な核形成部材が無いセットアップと比べて低減されているパワーレベルでキャビテーショ
ンが生起されるように調整される。さらに、核形成部材のために使用される材料は次のよ
うに選択される。すなわち、フォーカシングスポット１１１内またはフォーカシングスポ
ット１１１近傍で、ＨＩＦＵ波パワーに十分に長時間耐え、このシステム７０１によって
行われる検査が完結されるように選択される。このシステム７０１は、装置３０１を含ん
でいる。この装置自体はソース７０２を含んでいる。さらに、この装置に含まれている受
け入れ部分７０５が示されている。従って、受け入れ部分は固定部材３０４として組み込
まれ、この固定部材にカートリッジ３００が固定される。これによって、カートリッジが
受け入れ部分内に挿入されている場合に、装置がＨＩＦＵ波を核形成部材上または核形成
部材近傍にフォーカシングするように、カートリッジが位置決めされる。
【００７７】
　図４は、受動的なキャビテーション検出器（ＰＣＤ）によって得られる周波数スペクト
ルを示している。ＰＣＤはカートリッジ内に挿入され、上述したようにこのカートリッジ
内でキャビテーションが、噴流または核形成部材によって生起される。挿入部分４０４は
、キャビテーションの無いスペクトルを示している。Ｘ座標４０１は単位Ｈｚで周波数を
示しており、ｙ座標４０２は単位デジベルで、指定された基準レベルに対する、ＰＣＤに
よって測定されたパワーの振幅を示している。従って、挿入部分４０４は、スペクトル４
０１の左側部分のみを反映している。４０１および４０４両方でのシャープなピークはそ
れぞれ、１．７ＭＨｚでの基準周波数およびその倍数の帯域４０３でのものである。４０
１内に存在するブロードバンド信号は、キャビテーションの存在を証明している。
【００７８】
　図５は、ダイヤグラム５００を示している。ここでｘ座標５０１はキャビテーション値
を示しており、このキャビテーション値はこれにより、ＰＣＲサイクルの数として規定さ
れる。さらにｙ座標５０２は、相対蛍光単位（ＲＦＵ）値を示している。曲線５０３、５
０４、５０５および５０６は、カンジダアルビカンス細胞へのＨＩＦＵの効果を示してい
る。５０３は、処理されていない細胞に対するＰＣＲ曲線（二重）を示しており、５０６
はガラスビーズによって処理されている細胞を示しており、５０４および５０５は、熱に
曝された細胞からの結果を示している。これに対して５０７は、本願発明に相応して、Ｈ
ＩＦＵに曝された細胞の結果を示している。従って図５は、現在の至適基準と比較して、
加熱が６単位高キャビテーション値（以下で述べる）を有しており、本願発明による溶解
が６単位低いキャビテーション値を有していることを開示している。ここで、より低いキ
ャビテーション値は幾つかの利点を有しているということに注意されたい。
【００７９】
　以下で用語キャビテーション値および、低いキャビテーション値の利点を記載する。キ
ャビテーション値は、検出された信号が事前に設定されているＲＦＵ値を通過するＰＣＲ
サイクル数である。キャビテーション値が低いということは、閾値を通過するために必要
な増倍ステップの数が少ない、ということである。換言すれば、低いキャビテーション値
は高い初期ＤＮＡ濃度に相応し、結果としてＨＩＦＵを用いた本願発明のケースでは、非
常に効率的に溶解が行われる。換言すれば、本願発明は、２＾６＝６４のファクタで至適
基準を超える。
【００８０】
　図６は、本願発明の別の実施例を示している。ここでシステム７０１は、液状試料内に
キャビテーションを形成するために、液状試料に音響エネルギーを照射するためのもので
ある。このシステムは装置３０１と、ＨＩＦＵ波７０４を放射するためのソース７０２と
を含んでいる。このシステムはさらにカートリッジ３００を含んでいる。ここでこのカー
トリッジは液状試料１０１を収容している。装置３００はさらに、カートリッジを受容す
るための受け入れ部分７０５を含んでいる。従ってこの受け入れ部分は、カートリッジが
装置内に挿入されると、カートリッジとの物理的な接触が形成される装置のあらゆる部材
または部分である。
【００８１】
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　従って装置３０１は、カートリッジがこの受け入れ部分内に挿入されていると、ＨＩＦ
Ｕ波を核形成部材３０３にフォーカシングする。さらにこのカートリッジは、液状試料を
保持するためのチャンバ３０２と、このチャンバに固定されている核形成部材３０３とを
含んでいる。核形成部材を適切に固定するために、突出部材７００がカートリッジ内に含
まれており、これによってカートリッジに核形成部材が固定される。この突出部材は、本
願発明のこの実施形態およびあらゆる他の実施形態において、核形成部材を次のように保
持および固定することができるあらゆるデバイスによって実現される。すなわち、核形成
部材が液状試料内に延在し、フォーカシングポジション７０７が核形成部材３０３に、ま
たは核形成部材３０３の近傍に位置付けされるように保持および固定することができるあ
らゆるデバイスである。
【００８２】
　本願発明のこの実施例は、完全にドライなカップリングを伴うセットアップ内で使用さ
れる。ここではフルソリッドカプラー７０６がシステム７０１に含まれている。例えば、
ポリマーベースの材料が、ソースからＨＩＦＵ波をカートリッジに結合するために使用さ
れる。これに対して付加的に、本願発明のこの実施例とともに、音響窓として実現されて
いる乾燥したインタフェース７０８が使用される。なぜなら、キャビテーションのための
最低パワーが低減され、カートリッジ材料の加熱または漏れが回避されるからである。
【００８３】
　図７は概略的に、カートリッジ１０５の１つの実施形態を示している。ここでは、天井
８００から突出している少なくとも１つの核形成部材３０３が設けられている。この突出
は、突出部材７０９によって実現される。この突出部材は、核形成部材３０３を締めつけ
ているクランプ７１０として実現されている。この天井は、カートリッジの一部であり得
る。しかし、物理的に別個の部材であってもよい。核形成部材の直径およびソース１０２
のフォーカシングスポットまたはフォーカシングゾーン１１１の直径に依存せず、核形成
部材はフォーカシングゾーンの垂直軸に沿って位置し得る。しかしこれが偏心して配置さ
れていることもある。カートリッジの突出部材７０９は、核形成部材の垂直固定を実現す
る。しかし、突出部材による水平固定、傾斜固定、中央固定または非中央固定も可能であ
る。このタイプのキャビテーション誘起が、液体空気インタフェース上のフォーカシング
および噴流形成と無関係に使用されることに注意されたい。
【００８４】
　図８は概略的に、カートリッジ１０５の別の実施形態を示している。これは少なくとも
１つの核形成部材３０３を備えている。天井８００は、２つの側壁９００と９０１とを有
している。換言すればこのカートリッジは、核形成部材３０３のための固定部材として、
突出部材７００を含んでいる。従って、核形成部材は水平に、側壁９０１から突出してい
る。ＨＩＦＵ波を放射するソース１０２が記号によって示されている。ここでも、このタ
イプのキャビテーション誘起を、液体空気インタフェース上のフォーカシングおよび噴流
形成と無関係に使用することができることに、注意されたい。
【００８５】
　図９は、本願発明の実施形態に即した方法のフローチャートを示している。ここでこの
方法は、強力な超音波を放射するソースを提供するステップＳ１と、液状試料とカートリ
ッジ内の液体空気インタフェースとを収容しているカートリッジを提供するステップＳ２
とを含んでいる。第３のステップＳ３では、カートリッジ内の液体空気インタフェース上
に、この放射された強力な超音波をフォーカシングする。ＨＩＦＵ波を、液体からの液体
空気インタフェース上にフォーカシングすることによって、液状試料が形成される。これ
は試料内に戻って落下する滴を生じさせ、液状試料内でキャビテーションが始まるパワー
閾値を低減させる。図８および図９とも、核形成部材を備えたカートリッジを示している
。これは例えばセラミックロッドまたはアルミニウム核形成部材であり、これによって、
チャンバ３０２内の試料内のキャビテーションのためのパワー閾値が低減される。これら
の核形成部材の粗い表面は、ＨＩＦＵ波がこの上にフォーカシングされるときに、小さい
気泡のソースになり得る。この泡は次に、核形成サイトとして作用する。
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【００８６】
　開示された実施形態に対する他のバリエーションが、当該分野の当業者によって理解さ
れ、実行され得る。この当業者は、図面、開示内容および添付の特許請求の範囲を検討す
ることによって、特許請求の範囲に記載されている発明を実行する。特許請求の範囲では
、含まれている用語は、他の部材またはステップを除外するものではなく、不定冠詞「ａ
」または「ａｎ」は複数形を除外するものではない。１個のプロセッサまたは他のユニッ
トが、特許請求の範囲に挙げられた幾つかのアイテムまたはステップの機能を実行するこ
とがある。測定値を特定する単なる効果が複数の異なる従属請求項内に挙げられているが
、これは、利点のためにこれらの測定が組み合わせられることを示すものではない。コン
ピュータプログラムが、光学的な記憶媒体または他のハードウェアとともにまたはその一
部として提供される固体媒体等の適切な媒体上に格納され/分散される。しかしコンピュ
ータプログラムが、インターネットまたは他のワイヤまたはワイヤレスコミュニケーショ
ンシステム等の他の形態で分散されていることもある。
【００８７】
　特許請求の範囲内のあらゆる参照符号は、特許請求の範囲を限定するものではない。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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